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大
分
市
教
育
委
員
会
で
は
、
平
成

二
十
四
年
三
月
に
「
大
分
市
立
小
中

学
校
適
正
配
置
基
本
計
画
」
を
策
定

し
ま
し
た
。

　
計
画
で
は
、
野
津
原
中
学
校
区
の

目
指
す
べ
き
方
向
性
と
し
て
、
中
部

小
学
校
、
西
部
小
学
校
の
二
小
学
校

を
東
部
小
学
校
に
統
合
し
、
野
津
原

中
学
校
と
の
小
中
一
貫
教
育
の
充
実

を
図
る
と
し
て
い
ま
す
。

　
五
月
二
十
一
日
（
水
）
に
、
野
津

原
中
学
校
区
の
保
護
者
や
自
治
委
員

な
ど
地
域
関
係
者
、
学
校
関
係
者
等

が
集
ま
り
、
午
後
七
時
か
ら
、
第
一

回
の
協
議
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
会
合
で
は
、
事
務
局
か
ら
、
計
画

の
概
要
や
三
十
二
年
度
ま
で
の
野
津

原
中
学
校
区
に
お
け
る
児
童
数
及
び

学
級
数
の
推
移
、
協
議
会
設
立
ま
で

の
取
組
の
経
過
な
ど
に
つ
い
て
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
協
議
会
の
目
的
や
組
織

な
ど
に
関
す
る
協
議
会
規
約
（
案
）

が
事
務
局
か
ら
示
さ
れ
、
異
議
な
く

　　
　
野
津
原
中
学
校
区

　
　
　
適
正
配
置
地
域
協
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
よ
り

承
認
さ
れ
、
協
議
会
が
発
足
し
ま
し

た
。
（
決
定
し
た
規
約
は
三
面
に
掲
載

し
て
い
ま
す
。
）

　
続
い
て
の
議
事
で
は
、
協
議
会
の
活

動
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、
会
議
の
傍

聴
に
関
す
る
要
領
、
地
域
協
議
会
の
運

営
や
事
務
、
今
後
の
協
議
内
容
と
進
め

方
な
ど
に
つ
い
て
協
議
を
行
い
ま
し

た
。
（
主
な
意
見
は
二
・
三
面
に
記
載

し
て
い
ま
す
。
）

　
次
回
の
協
議
会
で
は
、
今
後
の
協
議

会
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
統
合
の
時
期
な

ど
に
つ
い
て
、
協
議
す
る
予
定
と
な
っ

て
お
り
、
地
域
に
お
け
る
合
意
形
成
を

図
り
な
が
ら
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

第２回地域協議会は
７月１０日（木）開催

19：00～20：30　
野津原市民センター大会議室

　　～地域協議会の会議は傍聴できます～

　今回の会議で「会議の傍聴に関する要領」も承
認されました。
　協議会の会議を公開することで、委員以外の地
域の皆さんにも会議の様子を実際に見て、聴いて
いただき、適正配置の取組を進めてまいりたいと
考えています。
　教育委員会では野津原中学校区における現在
及び将来の子どもたちにとって、より豊かな教育
環境を創造することを第一義に地域協議会にお
ける合意形成を図ってまいりたいと考えていま
す。



　
会
長
に 

分
藤
　
靖
弘
　
氏

 

　
　
　
　
（
自
治
委
員
連
絡
協
議
会
東
部
校
区
会
長
）　
を
選
出

　
　
～
分
藤
会
長
挨
拶
よ
り
～

　
　
　

　
適
正
配
置
に
つ
き
ま
し
て
は
、
皆

様
方
か
ら
多
く
の
ご
意
見
を
い
た

だ
き
な
が
ら
良
い
も
の
に
し
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
ま
ず
最

初
に
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、

や
は
り
子
ど
も
を
中
心
に
協
議
を

進
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
教
育
を
受
け
る
こ
と
は
、
法

的
に
も
機
会
均
等
と
あ
り
ま
す
の

で
野
津
原
地
区
の
子
ど
も
た
ち
に

も
平
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
が
利
己
的
に
意
見
を

言
う
の
で
は
な
く
、
建
設
的
で
前
に

進
め
る
よ
う
な
意
見
を
出
し
て
い

た
だ
き
、
皆
様
方
と
一
緒
に
生
み
の

苦
し
み
を
味
わ
い
な
が
ら
、
よ
り
良

い
方
法
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　
皆
様
と
一
緒
に
事
が
成
す
よ
う
、

私
も
で
き
る
限
り
頑
張
っ
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力

の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

【児童数及び学級数の推移についての意見】

○野津原地区に住民票がある児童生徒がどの
　くらいの割合で野津原地区の小中学校に入　
　学しているのか今後の参考に知りたい。
●住民基本台帳を基に大方の傾向として推測
　できるとは思うが、年度ごとに変動もあるので
　その通りになるかどうかはわからない。
○教育を取り巻く状況は隣接校選択制度の導
　入等、流動的になっており、児童生徒の動向
　も踏まえ、今後の適正配置の考え方を詰めて
　いく必要があるのではないかと思う。実際にど
　のような人数になるかは掴みにくいだろうが、
　現在の状況を把握したい。
　　　

【会議の傍聴に関する要領についての意見】

○第２条４項に「協議会は、会場の収容人員に
　応じて、傍聴希望者を制限することができる」
　とある。ここの野津原支所大会議室でするの
　で　あれば、傍聴スペースが限られている。傍
　聴希望者の制限は会長の権限でするのか。
●今日は傍聴席を多く作っていないが、今後は
　傍聴者が増えることも予想される。その場合、
　少し窮屈になったり、会場をもっと広い場所を
　検討したりして、できるだけ多くの方々に傍聴
　していただけるよう、対応を考えていきたい。
　　　
　

　【今後の協議内容と進め方についての意見】

○２５年度に教育委員会が行った説明会の
　時に、地域住民から出された意見・要望・
　質問の一覧表の資料があるが、このよう　
　な内容をこの協議会で集約していくという
　形になるのではないかと思う。教育委員　
　会としての回答があれば、皆さんで確認し
　て意見の集約ができていた方が、今後協
　議がスムーズに進むのではないかと思う。
●説明会の時は基本計画の範疇なので、　
　具体的な回答はしていない。協議会設置　
　に至っていない段階で、例えば通学の補　
　助についてスクールバスがよいとか、バス
　の本数を増やしてほしいなど、どう考えて
　いるのかという質問に対しては、教育委　
　員会として「補助はこうします」と言えない
　部分がある。このような内容は、やはり協
　議会の中で協議していただきたいと思っ　
　ている。そのために保護者や自治委員な
　どに参画いただいて、そこでの意見を基　
　にしてどのような形であればできるのかと
　いうことについて教育委員会も考えて、合
　意形成を図っていきたいと思う。

　第１回協議会における主な意見を掲載しています。
　（発言内容については、紙面の都合で要旨のみとしています。ご了承ください。）

副
会
長
に
　
佐
藤
　
克
治
　
氏
（
中
部
校
区
会
長
）

　
　
　
　
　 
秦  

 

雅
敏
　
氏
（
西
部
校
区
会
長
）

　
　
　
　
　
秋
吉
　
和
行
　
氏
（
今
市
校
区
会
長
）
　
　
　
　
　 

○は委員の発言　　●は事務局の発言

　左から副会長の秦氏、佐藤氏、会長の分藤氏、副会長の秋吉氏



　

【地域協議会規約についての意見】
　　　　　

○規約の第１条では､「野津原中部小学校、野津原西部小学校の２小学校を野津原東部小学
　 校に統合することとしている…」とあるが、東部小に統合すると決定した理由を知りたい。
●平成２２年６月に学識経験者などで構成する「大分市立小中学校適正配置計画検討委員会」
　を設置し、適正配置に関する具体的な検討を行い、人数の多い学校に統合するとの方向性
　で最終的に考えをまとめている。それを受けて基本計画では、２小学校を東部小に統合すると
　している。
○第３条の組織について、のつはるこども園から小学校に上がる子どもも多いと思うので、組織
　の中にのつはるこども園の保護者の意見も取り入れられるようにした方が良いのではないか
　と思う。
●本協議会の前の段階の設立準備会の中で、できるだけ保護者の意見を聞くべきではないか
　との意見があった。本協議会の委員の選定に当たっては、できるだけ未就学児の保護者の方
　にも参画していただくことが必要とのことで、委員の中には未就学児がいる保護者の方が参　
　画されている。また、各校区では委員６名中５名が保護者の方なので、保護者の意向はかな
　り反映できるのではないかと思う。　

　

（目的及び構成）
第１条　大分市立小中学校適正配置基本計画の中で、野津原中部小学校、野津原西部小学校(今市小を
　含む。)の２小学校を野津原東部小学校に統合することとしている野津原中学校区について、地域として
　の合意形成を図るため、地域住民の代表者や保護者、学校関係者などにより野津原中学校区適正配置
　地域協議会（以下「協議会」という。）を構成する。

（所掌事項）
第２条　協議会は、次に掲げる事項を協議し、協議会としての意見を取りまとめ、大分市教育委員会（以下
　「教育委員会」という。）に付託する。
（1）野津原中学校区における適正配置の目指すべき方向性と具体的方策に関すること。
（2）協議会活動の周知及び広報に関すること。
（3）その他協議会の活動に必要な事項。

（組織）
第３条　協議会は、野津原東部小学校、野津原中部小学校及び野津原西部小学校の各校区代表者６人
　以内、今市小学校区の住民代表者２人、野津原中学校のＰＴＡ関係者２人の委員並びに、野津原東部小
　学校、野津原中部小学校、野津原西部小学校及び野津原中学校の校長、教育委員会事務局職員３人
　以内、野津原支所長の専門（アドバイザー）委員（以下「専門委員」という）をもって構成する。
２　専門委員は、会長又は委員の求めに応じ、又は主体的に、専門的立場からの説明を行い、意見を述
　べ、必要な助言をすることができる。
３　委員及び専門委員の任期は、発足の日から第５条第６項に定める報告を終了する日までの間とする。

（会長及び副会長）
第４条　協議会に会長１人及び副会長３人を置き、委員の互選により選出する。
２  会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。

（以下省略）

附 則
（施行期日）
　この規約は、平成26年5月21日から施行する。

野津原中学校区適正配置地域協議会規約

今回の協議会で決定した規約は以下のとおりです。

◆野津原中学校区適正配置地域協議会規約（案）・野津原中学校区適正配置地域協議会の会 
   議の傍聴に関する要領（案）は異議なく決定し、同日付で施行することとなった。
◆会場については野津原市民センターや公民館を利用することで検討し、時間帯については
　 19：00～20：30　までの開催とすることを確認した。
◆地域協議会の活動の情報提供のため、協議会だよりを作成する。協議会だよりは小中学校
   及び、のつはるこども園の保護者に配布するとともに、地域住民には回覧板でお知らせする。 
   また大分　市のホームページにも掲載する。
◆説明会での回答については、次回の会議で示すことを確認した。
◆ＰＴＡ等で適正配置についての説明が必要であれば伺うことを確認した。

　第１回地域協議会での確認事項



所　属　等 氏　　名 所　属　等 氏　　名

分藤　靖弘 秋吉　和行

森田　武士 佐藤　文治

廣末　恵子 太田　宗一郎

保護者 波多野　徹 小出　綾美

保護者 山名　浩 野津原中学校校長 池田　博光

保護者 上杉　博子 野津原東部小学校長 熊谷　和世

佐藤　克治 野津原中部小学校長 田邊　久也

中村　秀一 野津原西部小学校長 嶋田　哲彦

佐藤　雅敏 野津原支所長 天野　秀幸

小出　智美 学校教育課長 御手洗　功

保護者 野上　三千代 学校施設課長 池辺　誠

保護者 国武　愛 教育企画課長 奈須　寿郎

秦　雅敏

岡村　敏弘

河野　由佳

保護者 後藤　まゆみ

保護者 佐藤　由美

保護者 河野　洋子

　　

　　　　　　　　＜野津原中学校区適正配置地域協議会委員＞　　　　（敬称略）

東部小
学校

自治委員連絡協議会
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自治委員連絡協議会
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PTA会長
自治委員連絡協議会
今市校区副会長

PTA副会長
野津原
中学校

PTA会長

PTA副会長
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委員

中部小
学校

自治委員連絡協議会
中部校区会長

PTA会長

PTA副会長

PTA副会長

西部小
学校

自治委員連絡協議会
西部校区会長

PTA会長

PTA副会長
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＜編集後記＞

　野津原中学校区の学校の適正配置に関して、
地域の代表者等により構成された協議会が発
足しました。協議会では、協議会の様子を広くお
知らせするため、協議会だよりを発刊することと
し、今後も積極的な情報発信に努めてまいりま
す。協議の要旨については、市のホームページ
にも公表しています。今後とも、協議会へのご理
解とご協力をどうぞよろしくお願いします。
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